
�

2009.08

★お車でお越しの方は、会場付近が大変混雑しますので、中央公園・
市営運動場からのシャトルバス（18：00 ～ 22：30 まで）をご
利用下さい。

★会場内のゴミのお持ち帰りにご協力下さい。

夏の武田の里まつり

８月１６日（日）（雨天時翌日開催）
　
　盆 踊 り 大 会　18:00 ～ 19:00
　採　  火  　式　18:30
　たいまつ行列
　（大松明点火）　　18:45 ～ 19:30
　武田の里供養会　19:00 ～ 19:55
　灯　篭　流　し　19:30 ～ 19:55
　花　火　大　会　20:00 ～ 20:45

　

に
ら
さ
き
の
夏
の
夜
の
風
物
詩
で

あ
る
花
火
大
会
が
、
今
年
も
盛
大
に

繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。

　

松
明
に
照
ら
さ
れ
、
厳
か
に
行
わ

れ
る
信
義
公
以
来
、
累
代
陣
没
将
士

の
精
霊
を
慰
め
る
武
田
の
里
供
養
会

に
加
え
、
今
回
は
、
韮
崎
市
制
施
行

55
周
年
を
記
念
し
て
、
過
去
・
現
代
・

未
来
を
表
現
し
た
、
音
楽
連
動
花
火
や

ス
タ
ー
マ
イ
ン
を
中
心
に
５
、
０
０
０

発
を
超
え
る
華
麗
な
大
輪
の
花
を
夜

空
に
打
ち
上
げ
ま
す
。

　

「
武
田
の
里
に
ら
さ
き
」
に
ふ
さ
わ

し
い
歴
史
と
ロ
マ
ン
を
盛
り
上
げ
る

花
火
大
会
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　■お申し込み ・お問い合わせ

　　武田の里まつり実行委員会 （市商工観光課内）
　　（内線２１３・２１４）

「武田家累代陣没将士供養会・花火大会」

　

　　　　　　　　　

　

わ
に
塚
の
サ
ク
ラ
・
新
府
桃
源

郷
・
甘
利
山
の
レ
ン
ゲ
ツ
ツ
ジ
・

鳳
凰
三
山
・
武
田
の
史
跡
な
ど
、

韮
崎
市
は
四
季
折
々
の
フ
ォ
ト
ロ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
恵
ま
れ
て
い
ま

す
。〝
韮
崎
の
四
季
〟
を
写
真
で

表
現
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

◇
募
集
テ
ー
マ　

　

四
季
を
通
じ
て
撮
影
し
た
風

景
・
人
物
・
行
事
・
祭
り
な
ど
、

未
発
表
の
も
の
で
、
韮
崎
市
の
観

光
に
使
用
可
能
な
も
の
。（
広
報

な
ど
に
も
使
用
し
ま
す
）

◇
募
集
期
間　
　

　

６
月
１
日（
月
）
～

　

平
成
22
年
１
月
31
日（
日
）ま
で

※
郵
送
で
の
応
募
の
場
合
、
１
月

　

31
日
の
当
日
消
印
有
効

◇
応
募
先

　

山
梨
フ
ジ
カ
ラ
ー
取
扱
店

韮
崎
市
観
光
協
会
（
直
接
お
持 

ち
い
た
だ
く
場
合
は
、
平
日
の
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分
）

◇
発
表　

　

平
成
22
年
２
月
下
旬
ご
ろ　

各

　

取
扱
店
店
頭
（
入
賞
者
に
は
直

　

接
通
知
し
ま
す
）

◇
作
品
展
示　
　

　

Ｊ
Ｒ
韮
崎
駅
に
て
平
成
22
年
３

　

月
中
旬
ご
ろ
展
示
予
定

◇
主
催　
　
　
　

　

韮
崎
市
・
韮
崎
市
観
光
協
会
・

　

全
日
本
写
真
連
盟
韮
崎
支
部

“韮崎の四季”を写真で表現しよう！

　 第１１回 フォトコンテスト

賞 作　品　数 賞　　　品

推　薦（年間） １点
市長賞（賞金５万円）・山梨県
カメラ商組合賞・山梨フジカラ
ー賞・ベルボン賞

特　選（各季節ごと） ４点（各季節１点）
観光協会長賞（賞金２万円）・
福徳長酒類㈱賞・山梨県カメラ
商組合賞・山梨フジカラー賞

準特選（各季節ごと） ４点（各季節１点） 観光協会賞（賞金１万円）・甲府警備保障賞
入　選（各季節ごと） ８点（各季節２点） 観光協会賞

◇
応
募
規
定

　

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
、
ま
た
は

　

Ｈ
Ｐ
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

〈h
ttp

://w
w

w
.nirasaki-kanko

u
.

jp/

〉
■
お
問
い
合
わ
せ

　

〒
４
０
７
ー
８
５
０
１

　

韮
崎
市
水
神
１
ー
３
ー
１

　

韮
崎
市
観
光
協
会

　
　
　
　

（
市
役
所
商
工
観
光
課
内
）

　
　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
２
１
４
）

◆◆◆ 募 集 し ま す ◆◆◆

メッセージ花火　１０名

　花火打ち上げとともにメッセージを紹介します。
　（例：●●ちゃんお誕生日おめでとう。元気に育ってね）

　協賛金　10,000 円～（花火の内容によります）

　締切り　８月３日（月）まで

灯篭流し参加者　３０名

　当日、会場で申込受付をします（参加賞あり）

写真募集！！
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韮
崎
で
生
ま
れ
た
大
事
業
家
小

林
一
三
翁
の
少
年
期
の
足
跡
を
た

ど
り
、
当
時
の
生
活
や
支
援
し
て

く
れ
た
人
た
ち
、
そ
し
て
一
三
翁

の
生
涯
を
学
び
ま
す
。

■
実
施
日

　

第
１
回　

９
月
13
日（
日
）

　

第
２
回　

11
月
15
日（
日
）

　

第
３
回　

22
年
１
月
1�
日（
日
）

■
時
間　

　

８
時
45
分
～
12
時
30
分

　

Ｊ
Ｒ
韮
崎
駅
集
合

■
定
員　

１
回 　

５
０
名

　
　
　
　

（
小
学
五
年
生
以
上
）

■
参
加
費  　

１
、０
０
０
円

　

（
弁
当
・
資
料
・
保
険
料
込
み
）

■
案
内
人

　

山
梨
大
学
客
員
教
授

　
　
　
　
　
　

向
山　

建
生
氏

　
　
　
　

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
込
み

　

韮
崎
市
商
工
会      　
　
　
　

　

☎
２
２
ー
２
２
０
４

　

２
２
ー
９
５
０
０ 

【
コ
ー
ス
】

第
一
部
：
屋
外
研
修

①
韮
崎
駅
集
合
→
②
七
里
岩
上

（
一
三
少
年
が
見
た
眺
望
、『
布

屋
』
墓
地
）
→
③
韮
崎
市
民
会
館

→
④
穴
観
音
→
⑤
蔵
前
院
（
小

学
校
入
学
当
時
）
→
⑥
韮
崎
小
学

校
（
途
中
で
新
築
）→
⑦
追
分
（
当

時
の
商
家
・
賑
わ
い
）
→
⑧
下
宿

分
家
→
⑨
中
宿
分
家
→
⑩
『
布

屋
』本
家
（
に
ら
さ
き
文
化
村
）

第
二
部
：
室
内
研
修(

昼
食
含
む
）

⑪
小
林
一
三
の
生
涯
に
つ
い
て

（
に
ら
さ
き
文
化
村
多
目
的
ホ
ー

ル
）
※
研
修
終
了
後
現
地
解
散

市
制
55
周
年
記
念
事
業　

一三が少年時代を過ごした中宿分家

故
郷
が
生
ん
だ
偉
大
な
事
業
家　

『
小
林
一
三
を
学
ぶ　

ふ
る
さ
と
学
習
散
歩
』

　

韮
崎
市
の
将
来
を
担
う
こ
ど

も
た
ち
が
、
よ
り
住
み
や
す
く
快

適
な
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
自

分
の
夢
や
希
望
を
話
す
こ
と
に

よ
っ
て
市
政
へ
の
関
心
を
高
め

る
と
と
も
に
、
子
ど
も
た
ち
の

社
会
参
加
を
推
進
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
韮
崎
市
こ
ど
も

議
会
を
開
催
し
ま
す
。

  

今
年
は
市
内
中
学
校
２
年
生
の

代
表
20
名
が
、
本
物
の
市
議
会

さ
な
が
ら
市
長
や
教
育
長
に
質

問
を
行
い
ま
す
。

　

昨
年
の
小
学
校
６
年
生
に
よ

る
子
ど
も
議
会
で
は
、
提
案
さ

れ
た
「
キ
ッ
ズ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
復
活
、

通
学
路
の
整
備
や
防
犯
灯
の
増

こ
ど
も
議
会

設
」
な
ど
市
政
に
反
映
さ
れ
た
政

策
も
あ
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
傍
聴
は
通
常
の
議
会
と

同
様
に
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、

多
く
の
方
の
傍
聴
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。（
傍
聴
席
が
満
席
の
場

合
は
、
４
階
大
会
議
室
に
設
置
す

る
ス
ク
リ
ー
ン
で
ご
覧
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
）

■
日
時

　

８
月
18
日（
火
）　

14
時
30
分
～

■
場
所　

韮
崎
市
議
会
議
場

■
お
問
い
合
わ
せ

　

企
画
財
政
課
企
画
推
進
担
当

　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
３
５
５
）

　

気
軽
に
親
子
で
フ
ッ

ト
サ
ル
を
し
て
楽
し
め

る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　

フ
ッ
ト
サ
ル
の
プ
ロ

リ
ー
グ
（
Ｆ
リ
ー
グ
）

を
目
指
す
選
手
た
ち
と

一
緒
に
フ
ッ
ト
サ
ル
を

楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

 

■
日
時
・
場
所　

９
月
13
日（
日
）

　

12
時
30
分
～
1�
時
30
分

　

市
営
体
育
館
ア
リ
ー
ナ

■
対
象　

年
長
～
小
３
ま
で
の
子

　

ど
も
と
そ
の
保
護
者
（
父
母
、

　

祖
父
母
な
ど
）

■
定
員　

50
名

※
１
チ
ー
ム
５
名
以
上
で
お
申
込

　

み
く
だ
さ
い
。（
た
だ
し
、
チ

　

ー
ム
に
は
、
対
象
の
子
ど
も
２

　

人
と
女
性
１
人
以
上
を
含
む
こ

　

と
）

■
持
ち
物　

　

タ
オ
ル
・
飲
み
物
・
室
内
履
き

韮崎発のフットサルチーム
ー「リベンジ」登場！ー フ

ァ
ミ
リ
ー

 　

フ
ッ
ト
サ
ル
フ
ェ
ス
タ
開
催
！

■
参
加
費　

１
チ
ー
ム　
　
　
　

　

１
、０
０
０
円
（
当
日
持
参
）

※
ス
ペ
シ
ャ
ル
ゲ
ス
ト　

　

元
横
浜
Ｆ
・
マ
リ
ノ
ス
監
督

　
　
　
　
　
　

早
野　

宏
史
さ
ん

■
お
問
い
合
わ
せ

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
韮
崎
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

　

☎

２
１
ー
２
２
５
５

《
こ
の
事
業
は
県
ふ
る
さ
と
雇
用
再
生
特

別
基
金
事
業
を
利
用
し
た
緊
急
雇
用
対
策

の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。》
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　通常は、毎年８月から翌年の７月末までの介護サービス費と医療費の自己負担額を合算
して支給額を計算しますが、この制度は平成２０年４月から開始されたため、平成２１年
度は次のように支給額の計算をします。

（１）世帯内で同じ医療保険に加入されている方全員の、平成２０年８月から平成
２１年７月末までに支払った介護サービス費・医療費の自己負担額の合計が、表
１の基準を超える場合に、その超えた金額を支給します。

（２）平成２０年４月から平成２１年７月末までに支払った介護
サービス費・医療費の自己負担額が、表１（　）内の額を
超える場合には、その超えた金額と（１）により計算した
金額とを比べ、大きい額を支給します。　　

（※）所得区分は加入している医療保険ごとに異なる場合があります
　●同じ世帯でも、異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。 
　●食費・居住費（滞在費）・差額ベッド代などは合算の対象とはなりません。 

＜表１ 世帯の年間での自己負担限度額＞

所得区分（※） 75 歳以上の方 70 ～ 74 歳の方 70 歳未満の方 

①現役並み所得者 
　（上位所得者） 

67 万円（89 万円） 67 万円（89 万円） 126 万円（168 万円） 

②一般
　（①、③、④以外の場合） 

56 万円（75 万円） 56 万円（75 万円） 67 万円（89 万円） 

③市民税非課税世帯の場合 31 万円（41 万円） 31 万円（41 万円） 34 万円（45 万円） 

④③のうち世帯全員の
所得が一定以下の場合 

19 万円（25 万円） 19 万円（25 万円） 34 万円（45 万円） 

○高額医療・高額介護合算療養費制度とは？
　世帯内で同じ医療保険に加入されている方全員で、介護にかかった費用と医療にか
かった費用（食費・居住費（滞在費）・差額ベッド代等は除く）を合計した金額に、年
額で限度額が設けられました。限度額を５００円以上超えた場合に、申請して認められ
ると、限度額を超えた分が、後から返ってきます。
　みなさんの負担を軽減し、安心して介護や医療のサービスを利用できる制度です。 

○限度額は年額で計算されます！
　毎年、８月１日から翌年７月３１日までにかかった自己負担額を合算します。
　ただし、平成２１年度については、平成２０年４月１日から平成２１年７月３１日ま
での１６カ月間にかかった自己負担額を合算の対象とします。
　所得に応じた詳しい自己負担額については、表１をご覧ください。 

～ 介護にかかった費用と、医療に　　　かかった費用を合計した金額（年額）に
　　　　限度額が設けられました！ 　　・・・超えた分が返ってきます！～

《高額医療・高額介護合算療養費制度のおしらせ》

平成21年度の支給要件・支給額
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申請のしかた　※申請の受付は８月３日（月）から

１．市役所福祉課の窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」　
　　を提出します。 

２．福祉課の窓口から「自己負担額証明書」を交付してもらいます。 
　　 ※「自己負担額証明書」の交付は１０月中旬以降になる予定です。 

３． ２でもらった「自己負担額証明書」を添付して、
　　医療保険ごとの担当窓口に支給の申請をします。 

４．医療保険で支給額の計算をします。 

５．医療保険から介護保険へ算出した額を通知します。 

６．医療保険と介護保険の両方から、みなさんに支給
　　される額が通知され、 支給されます。
　　  ※支給は１２月以降の予定です。

　具体的な手続きやご不明な点につきましては、 加入している保険制度別に
下記までお問い合わせください。

▼国民健康保険世帯の方

　市民課国保医療担当 （内線１２７・１２８・１２９・１３７） 

▼後期高齢者世帯の方
　山梨県後期高齢者医療広域連合 （TEL ０５５－２３６－５６７１（代）） 

▼その他の医療保険世帯の方　　
　加入されている医療保険者 または福祉課福祉介護担当（内線 180・181・182） 

～ 介護にかかった費用と、医療に　　　かかった費用を合計した金額（年額）に
　　　　限度額が設けられました！ 　　・・・超えた分が返ってきます！～

ほっと
一息

～ このように負担が軽減されます ～
《例》夫婦２人世帯ともに 72 歳・市民税非課税の場合 
　
今までは…… １年間で、医療費を２５万円、介護サービス費を２５万円支払っ

ていたため、

　　　　　　  年間の負担が合計で５０万円
　

これからは… 年間の費用（５０万円）を支払ったあと、申請をすると、限
度額が３１万円（世帯員全員が市民税非課税）の場合は、
３１万円を超えた金額（１９万円）が返ってきます。

　　　　　　　 年間の負担が３１万円（限度額）となります


